
船舶事故等調査報告書 

平成２６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第１２号 

事故等種類 火災 

発生日時 平成２６年２月８日 １４時３０分ごろ 

発生場所 東京都大島町伊豆大島東方沖 

 大島町所在の竜王
りゅうおう

埼灯台から真方位０６０°１０.４海里付近 

 （概位 北緯３４°４６.４′ 東経１３９°３７.６′） 

事故等調査の経過 平成２６年２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 CHANG
チ ャ ン

 SHAN
シ ャ ン

、１,９８３トン（中華人民共和国香港特別行政

区籍） 

 ９３５０３３１（ＩＭＯ番号）、SHUN TONG SHIPPING CO., LTD 

 乗組員等に関する情報 船長（中華人民共和国籍）、船長免状（中華人民共和国発給） 

 死傷者等 なし 

 損傷 貨物 スクラップが焼損 

 事故等の経過 本船は、船長ほか１３人（中華人民共和国籍）が乗り組み、混合金

属スクラップ（Mixed Metal Scrap）１,１３４.３２ｔを積み、平成

２６年２月６日１６時００分ごろ宮城県仙台塩釜港の塩釜区を出港

し、中華人民共和国海門
ハイメン

港に向け、伊豆大島東方沖を南西進していた

ところ、８日１４時３０分ごろ船長が貨物倉から上がっている煙を発

見した。 

船長は、直ちに火災警報を鳴らして船内に知らせ、ＶＨＦを使用し

て海上保安庁に救助を要請した。 

船長は、乗組員へ貨物倉に設けられた通風筒の閉鎖及び消火用炭酸

ガスの貨物倉への注入を指示した。 

 本船は、荒天避泊のために駿河湾へ向かい、９日０２時２０分ごろ

発煙が認められなくなり、貨物倉の温度が手で触ることができる程度

まで下がった。 

本船は、来援した巡視船が警戒に当たり、海上保安庁特殊救難隊に

より、鎮火が確認され、１４時４０分ごろ目的地に向けて航行を再開

した。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北、風速 約１９m/s、視程 約６km 

海象：波高 約４ｍ 

 その他の事項  本船の積荷は、中国に向けて輸出される配電盤の外殻、アルミサッ

シ、電線、電動機等の廃材が含まれる種々雑多な金属類を主としたス

クラップであった。 



 スクラップは、トラックで仙台塩釜港塩釜区の貨物置場に仮置きさ

れ、発火及び引火する可能性のある物が取り除かれた後、トラックで

運搬されて岸壁上の油圧ショベルで本船の貨物倉に積み込まれてい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

なし 

なし 

 本船は、伊豆大島東方沖を南西進中、積荷のスクラップが船体動揺

で金属接触して火花が発生したことから、電線被覆材等の可燃物に引

火して出火した可能性があると考えられるが、発火源を明らかにする

ことはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、伊豆大島東方沖を南西進中、積荷のスクラップ

が船体動揺で金属接触して火花が発生したため、電線被覆材等の可燃

物に引火し、出火したことにより発生した可能性があると考えられ

る。 

参考  本船に積荷を行った荷役会社は、再度、次の再発防止策を実施する

こととした。 

 ・貨物置場への引火性及び可燃性物質の持ち込みを防ぐため、輸出

会社へ引火の虞のある物質の持ち込みをしないよう、要請を行う

こと。 

 


